
平成２７年第９回霧島市農業委員会定例総会 

 

 
平成２７年 ９月１８日（金） 

 

開催場所  国分シビックセンター ７階 ７０１・７０２会議室 

 

出席委員 

 １番委員、 ２番委員、 ３番委員、 ４番委員、 ５番委員、 ６番委員、 ７番委員、 

８番委員、 ９番委員、１０番委員、１１番委員、１２番委員、１３番委員、１４番委員、 

１５番委員、１６番委員、１７番委員、１８番委員、１９番委員、２０番委員、２１番委員、 

２２番委員、２３番委員、２４番委員、２５番委員、２６番委員、２７番委員、２８番委員、 

２９番委員、３０番委員、３１番委員、３３番委員、３４番委員、３５番委員、３６番委員、 

３７番委員 

 

 

 

出席職員 事務局長       砂 田  良 一   農地グループ長   堀ノ内  敬 久 

振興グループ長    内 田  大 作   主  査      宮 原  博 和 

主  査       若 林    優   主任主事      中 吉  哲 平 

主任主事       有 村    大   主  事      江 藤  俊 志 

 

主  査       藤 岡  勝 史   主  査      鎌 田  里 子 

主任主事       深 瀬  和香子   主任主事      田 上  政 明 

主任主事       笠 井  亜由美 

 

 

議事日程  「諸般の報告」「事務局報告」 

１「農地利用変更届」について 

２「農用地利用集積計画（利用権設定・所有権移転）（案）の意見決定」について 

３「荒廃農地発生・解消状況に関する調査による農地・非農地の意見決定」について 

４「農地法第３条の規定による許可申請の処分決定」について 

５「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・編入）申出の意見決定」について 

６「農地転用事業計画変更申請の意見決定並びに許可決定」について 

７「農地法第４条の規定による許可申請の処分決定」について 

８「農地法第５条の規定による許可申請の処分決定」について 

９「あっせん申出」について 
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「開 会  午後 ２時００分」 

 

 

 

○砂田事務局長 

 姿勢を正してください。一同、礼。 

 

○議長（会長） 

 皆さんこんにちは。本日は３２番委員より欠席届が提出されております。本日の出席委員は３６名で

あります。定足数に達しておりますので、ただいまから平成２７年第９回霧島市農業委員会定例総会を

開会いたします。本日の議事日程は、お手元に配布の議案書のとおりでございます。議案の修正があり

ますので、事務局より報告をいたします。事務局。 

 

○        〔事務局より議案書の訂正について報告〕 

 

○議長（会長） 

それでは、本日の会議録署名委員を指名いたします。１１番委員、１２番委員にお願いいたします。

議事に入る前に諸般の報告・事務局報告をいたします。事務局。 

 

○砂田事務局長 

それでは先月の定例総会以降に会長等が出席しました会議等について、報告をいたします。 

 

〔９件について報告〕 

 

以上、会長等が出席した会議等の状況であります。次に、事務局報告をいたします。 

農地法第１８条第６項等の規定に基づく利用権解約のうち、賃借権通知報告５件、使用貸借権通知報

告が１件の計６件が提出されております。また、平成２６年５月の定例総会におきまして許可した、牧

園町持松＊＊＊＊番＊外１筆の４条許可につきまして、８月某日付で取消しの提出がされました。以上

で報告を終わります。 

 

○議長（会長） 

 諸般の報告、事務局報告等が終わりました。では、議事に入ります。 

 

 

 

△ 議案第１号 「農地利用変更届」について 

 

○議長（会長） 

 議案第１号「農地利用変更届について」を議題といたします。当委員会に対し、農地の利用変更に係

る届出が２件提出されましたので、審議を求めます。この件について現地調査が行われておりますので、
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調査担当委員の意見報告を求めます。国分の１番、３番委員。 

 

○３番委員 

 １号１番を報告します。 

 申請地は春山公民館の南に位置しており、現況は畑である。申請地の北は道路、南は畑、東は畑、西

は畑である。利用変更目的は農業用施設４６㎡を建設するものである。工事内容はシラスと黒土を混ぜ

て０．２ｍ盛土し、農業用簡易貯水施設及び肥料等置場を建設するものである。周囲の農地や用水路及

び排水路に及ぼす影響はないと思われる。以上のような理由により、当届出は妥当なものと思われる。

以上です。 

 

○議長（会長） 

２番、１４番委員。 

 

○１４番委員 

 １号２番を報告します。 

 申請地は上小鹿野公民館の東に位置しており、現況は不耕作地である。申請地の北は道路、南は道路、

東は道路、西は道路である。利用変更目的は農業用施設１９０㎡を建設するものである。工事内容は現

状のまま農業用倉庫を建築するものである。周囲の農地や用水路及び排水路に及ぼす影響はないと思わ

れる。以上のような理由により、当届出は妥当なものと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 ただいま調査委員から意見報告がありました。これより審議に入ります。この件について質疑・討論

はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。議案第１号「農地利用変更届について」の届出

は妥当であるという意見ですが、受理することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

○        〔挙手多数〕 

 

○議長（会長） 

 賛成多数であります。よって、議案第１号「農地利用変更届について」は、受理することに決定いた

しました。 

 

 

 

△ 議案第２号 「農用地利用集積計画の意見決定」について 
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○議長（会長） 

 次に、議案第２号「農用地利用集積計画の意見決定について」を議題といたします。農業経営基盤強

化促進法第１８条第１項に基づき、所有権移転２件、利用権設定の賃借権４２件、使用貸借権５件の計

４９件について市長より意見を求められておりますので、当委員会での審議を求めます。ただし、利用

権設定のうち４１件は、再設定又は認定農業者でありますので、ご承認いただくこととし、新規の６件

について審議を行います。それでは担当委員の意見報告を求めます。所有権移転の国分の１番、４番委

員。 

 

○４番委員 

２号所有権移転の１番を報告します。 

本件については、農業経営基盤強化促進法に基づき、譲渡人と譲受人との間で、申請地１筆＊＊＊＊

円にて協議が整い、所有権移転に係る申出書が平成２７年８月某日に提出されました。以下、譲受人が

基盤強化法にて所有権移転を受ける要件を、備えているか否かについて報告いたします。 

譲受人は認定農業者であり、現在６４，６７６㎡のすべてについて耕作しており、必要な農作業に常

時従事すると認められる。また、農機具も完備している。取得後に周辺の農地の利用に支障を生ずる恐

れがないと思われる。あっせん譲受人候補者名簿の、国分地区＊＊番に記載されており、その経営面積

も、あっせん基準の６０ａを超えている。以上のような理由により、譲受人は、所有権移転を受ける要

件を備えているものと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

２番、２６番委員。 

 

○２６番委員 

２号所有権移転の２番を報告します。 

本件については、農地売買等事業により、譲渡人と譲受人との間で、申請地２筆合計＊＊＊＊円で協

議が整い、所有権移転に係る計画書が平成２７年８月某日に提出されました。以下、譲受人が農地売買

等事業にて所有権移転を受ける要件を、備えているか否かについて報告いたします。 

譲受人は認定農業者であり、現在６９，８７８㎡のすべてについて耕作しており、必要な農作業に、

常時従事すると認められる。また、農機具も完備している。取得後に周辺の農地の利用に支障を生ずる

恐れがないと思われる。以上のような理由により、譲受人は、所有権移転を受ける要件を備えているも

のと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

利用権設定の７番、１８番委員。 

 

○１８番委員 

２号７番を報告します。 

借人は、新規就農という申請であり、現地調査の結果、起農計画書とおり耕作すると認められる。ま

た、農作業に常時従事すると認められる。また、農機具も完備している。申請地を効率的に利用するこ

とができると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているもの
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と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

１８番、１３番委員。 

 

○１３番委員 

２号１８番を報告します。 

借人は、現在、３７，５１１㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家であり、農作業に常

時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することができると認められる。

以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

３７番、２１番委員。 

 

○２１番委員 

２号３７番を報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、３，３７８㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家で

あり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することがで

きると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思わ

れる。以上です。 

 

○議長（会長） 

４０番、３３番委員。 

 

○３３番委員 

２号４０番を報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、６８，９２０㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家

であり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することが

できると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思

われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

４３番、２８番委員。 

 

○２８番委員 

２号４３番を報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、４，１４４㎡のすべてについて耕作している。また、専業農家で

あり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することがで

きると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思わ

れる。以上です。 
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○議長（会長） 

４７番、２４番委員。 

 

○２４番委員 

２号４７番を報告します。 

借人は、担い手農家であり、現在、３８，３２８㎡のすべてについて耕作している。また、兼業農家

であり、農作業に常時従事している。また、農機具は完備している。申請地を効率的に利用することが

できると認められる。以上のような理由により、借人は利用権設定を受ける要件を備えているものと思

われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

ただいま、調査担当委員から意見報告がありました。補足・説明はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 この件について質疑・討論はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。議案第２号「農用地利用集積計画の意見決定に

ついて」は、農業経営基盤強化促進法第１８条の各要件を満たしており、妥当なものであるという意見

ですが、これについて承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

○        〔全員挙手〕 

 

○議長（会長） 

 全員賛成であります。よって、議案第２号「農用地利用集積計画の意見決定について」は、承認する

ことに決定いたします。 

 

 

 

△議案第３号 「荒廃農地発生・解消状況に関する調査による農地・非農地の意見決定」について 

 

○議長（会長） 

 次に、議案第３号「荒廃農地発生・解消状況に関する調査による農地・非農地の意見決定」について、

を議題とします。霧島市耕作放棄地全体調査実施要領第６項の規定に基づき、荒廃農地発生・解消状況

に関する調査による農地・非農地の意見決定について、市長より意見を求められておりますので、当委



 6 

員会での審議を求めます。今回は、荒廃農地発生・解消状況に関する非農地取消し１件であります。こ

の件について現地調査が行われておりますので、調査担当委員の意見報告をお願いします。１番を３３

番委員。 

 

○３３番委員 

 ３号１番、耕作放棄地現地調査による非農地取消しの意見決定について、特別班の現地調査結果を報

告します。 

 霧島市国分郡田＊＊＊＊番＊＊については、現況が農地であるため非農地の取消しを認める。以上で

す。 

 

○議長（会長） 

ただいま、調査担当委員から意見報告がありました。質疑・討論はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。議案第３号「荒廃農地発生・解消状況に関する

調査による農地・非農地の意見決定について」の１番非農地取消については農地法第２条第１項の農地

に該当するとの意見であります。これについて認めることに賛成の方の挙手を求めます。 

 

○        〔挙手多数〕 

 

○議長（会長） 

 賛成多数であります。よって、議案第３号「荒廃農地発生・解消状況に関する調査による農地・非農

地の意見決定について」は、非農地の取消しという意見を市長に答申することに決定いたしました。 

 

 

 

△議案第４号 「農地法第３条の規定による許可申請の処分決定」について 

 

○議長（会長） 

 次に、議案第４号「農地法第３条の規定による許可申請の処分決定について」を議題とします。当委

員会に対し、農地法第３条の規定による許可申請、所有権移転の８件が提出されましたので、審議を求

めます。なお、溝辺の６番が取下げられました。議案書記載順に、調査担当委員の意見報告を求めます。

国分の１番、１８番委員。 

 

○１８番委員 

４号１番を報告します。 

申請地はこがのもりコミュニティ広場の西に位置しており、現況は畑である。申請地には所有権以外

の使用収益権は設定されていない。受人は２名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると
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認められる。また、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利

用して耕作又は養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は５，８２１㎡で

下限面積要件を満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の

確保に支障を生ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当

しないと思われるため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

２番、８番委員。 

 

○８番委員 

４号２番を報告します。 

申請地は霧島市水道部の南東に位置しており、現況は畑である。申請地には所有権以外の使用収益権

は設定されていない。受人は２名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められる。

また、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又

は養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は４，５３３㎡で下限面積要件

を満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を

生ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しないと思わ

れるため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

３番と４番、１９番委員。 

 

○１９番委員 

４号３番を報告します。 

申請地は木原中央公民館の北に位置しており、現況は畑である。申請地には所有権以外の使用収益権

は設定されていない。受人は３名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められる。

また、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又

は養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は２３３，２８１㎡で下限面積

要件を満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支

障を生ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しないと

思われるため、許可相当と思われる。 

 

４号４番を報告します。 

申請地は川原小学校の東に位置しており、現況は畑である。申請地には所有権以外の使用収益権は設

定されていない。受人は２名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められる。また、

農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜

の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は９，０９４㎡で下限面積要件を満た

しており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずる

恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われるた

め、許可相当と思われる。以上です。 
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○議長（会長） 

５番、７番委員。 

 

○７番委員 

４号５番を報告します。 

申請地は竹子小学校の北に位置しており、現況は畑である。申請地には所有権以外の使用収益権は設

定されていない。受人は２名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められる。また、

農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜

の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は３，３７５㎡で下限面積要件を満た

しており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずる

恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われるた

め、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

７番、２６番委員。 

 

○２６番委員 

４号７番を報告します。 

申請地は下小脇公民館の北東に位置しており、現況は田である。申請地には所有権以外の使用収益権

は設定されていない。受人は２名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められる。

また、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又

は養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は３，０８８㎡で下限面積要件

を満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を

生ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しないと思わ

れるため、許可相当と思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

８番、１１番委員。 

 

○１１番委員 

４号８番を報告します。 

申請地は福山総合支所の東に位置しており、現況は畑である。申請地には所有権以外の使用収益権は

設定されていない。受人は１名で農作業を行うもので、必要な農作業に常時従事すると認められる。ま

た、農機具は完備している。取得後において農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は

養畜の事業を行うと認められる。申請地の権利取得後の耕作予定面積は７，３０３㎡で下限面積要件を

満たしており、取得後に周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生

ずる恐れがない。以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われ

るため、許可相当と思われる。以上です。 

 



 9 

○議長（会長） 

ただいま調査担当委員の意見報告が終わりました。補足・説明はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 この件について質疑・討論はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。議案第４号、「農地法第３条の規定による許可

申請の処分決定について」は、農地法第３条第２項の各号に該当しないため許可相当という意見ですが、

これについて承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

○         〔全員挙手〕 

 

○議長（会長） 

 全員賛成であります。よって、議案第４号、「農地法第３条の規定による許可申請の処分決定につい

て」は、許可することに決定いたします。 

 

 

 

△議案第５号 「農業振興地域整備計画の一部変更申出の意見決定」について 

 

○議長（会長） 

 次に議案第５号「農業振興地域整備計画の一部変更申出の意見決定について」を議題といたします。

農業振興地域整備計画に係る農用地利用計画の一部変更について、市長より意見を求められております

ので、当委員会での審議を求めます。今回は農振除外の２件が提出されました。この件について現地調

査が行われておりますので、調査担当委員の意見報告をお願いします。農振除外、横川の１番、２６番

委員。 

 

○２６番委員 

５号農振除外の１番を報告します。 

申請地は茶屋公民館の南東に位置しており、現況は不耕作地である。申請地の北は畑、南は畑、東は

山林、西は畑である。除外目的は、植林し山林にするものである。当申請は具体的な転用計画があり、

除外目的に通常必要とされる面積からみて妥当と思われる。農用地の外周部に１辺接続している。除外

することで農用地の集団化や、農作業の効率化への影響はないと思われる。農用地区域内における担い

手の利用集積に支障を及ぼすおそれはないと思われる。農用地等保全施設の有する機能に影響を及ぼす

おそれはないと思われる。申請地は土地改良事業等がなされた土地でないため問題ないと思われる。ま
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た、除外されたと仮定した場合、申請地は他のいずれの要件にも該当しない農地、２種農地のその他の

農地に該当すると思われ、転用が可能な見込みのある土地であると思われる。以上のような理由により、

除外はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

２番、１８番委員。 

 

○１８番委員 

５号農振除外の２番を報告します。 

申請地は永水地区公民館の南に位置しており、現況は田である。申請地の北は山林、南は道路、東は

道路、西は畑である。除外目的は、山林にするものである。当申請は具体的な転用計画があり、除外目

的に通常必要とされる面積からみて妥当と思われる。農用地の外周部に２辺以上接続している。除外す

ることで農用地の集団化や、農作業の効率化への影響はないと思われる。農用地区域内における担い手

の利用集積に支障を及ぼすおそれはないと思われる。農用地等保全施設の有する機能に影響を及ぼすお

それはないと思われる。申請地は土地改良事業等がなされた土地でないため問題ないと思われる。また、

除外されたと仮定した場合、申請地は他のいずれの要件にも該当しない農地、２種農地のその他の農地

に該当すると思われ、転用が可能な見込みのある土地であると思われる。以上のような理由により、除

外はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

ただいま調査担当委員の意見報告が終わりました。補足・説明はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

この件ついて質疑・討論はありませんか。２１番委員。 

 

○２１番委員 

 霧島の２番は申請地は面積も広く周囲にも田があるようです。除外理由に用水路の決壊とありますが、

修理などの相談はなかったのでしょうか。 

 

○議長（会長） 

 ２０番委員。 

 

○２０番委員 

 申請地は１０年ほど前に用水路が決壊し、その際、用水路の所有者との話し合いが出来ず、新たに設

置することができなかったようです。申請地の上、下にもそれぞれ所有者があるようですが、ここ１０

年程田としての機能を果たしていないとの事でした。耕作者も高齢であり、今後田は作れないとのこと

で、今回の申請に至っております。 
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○議長（会長） 

 他にありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。議案第５号「農業振興地域整備計画の一部変更

申出の意見決定について」の農振除外の２件は、許可という意見です。これについて承認することに賛

成の方の挙手を求めます。 

 

○        〔全員挙手〕 

 

○議長（会長） 

 全員賛成であります。よって、議案第５号「農業振興地域整備計画の一部変更申出の意見決定につい

て」の農振除外の２件は、許可という意見を市長に答申することに決定します。 

 

 

 

△ 議案第６号 「農地転用事業計画変更申請の意見決定並びに許可決定」について 

 

 次に、議案第６号「農地転用事業計画変更申請の意見決定並びに許可決定について」を議題とします。

当委員会に対し、農地転用許可後の転用事業の促進等に関する事務処理に基づく農地転用事業計画変更

承認申請１件が提出されましたので、この処分について審議を求めます。この件について、現地調査が

行われておりますので、調査担当委員の意見報告をお願いします。国分の１番、３４番委員。 

 

○３４番委員 

６号１番を報告します。 

申請地は霧島市役所の南西に位置しており、現況は田と宅地である。申請地の東は宅地、西は田、南

は宅地、北は道路である。転用目的は病院用地の広場と駐車場にするものである。農地区分は申請地か

らおおむね３００ｍ以内に霧島市役所が存するため、３種農地の３００ｍ以内農地に該当するものと思

われる。周囲の農地の用水路及び排水路は確保されている。周囲の農地に与える影響は変更前と比較し

て同程度であり、また、その必要性・確実性もあると思われるため、事業計画変更についてはやむを得

ないものと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

ただいま調査担当委員の意見報告が終わりました。これについて質疑・討論はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 
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これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。議案第６号「農地転用事業計画変更申請の意見

決定並びに許可決定について」は、事業計画変更はやむを得ないという意見です。これについて許可す

ることに賛成の方の挙手を求めます。 

 

○        〔全員挙手〕 

 

○議長（会長） 

 全員賛成であります。よって、議案第６号「農地転用事業計画変更申請の意見決定並びに許可決定に

ついて」は、許可することに決定します。 

 

 

 

△ 議案第７号 「農地法第４条の規定による許可申請の処分決定」について 

 

○議長（会長） 

 次に、議案第７号「農地法第４条の規定による許可申請の処分決定について」を議題とします。当委

員会に対し、農地法第４条の規定による許可申請が７件提出されましたので、この処分について審議を

求めます。これも事前に現地調査が行われておりますので、議案書記載順に担当委員の意見報告を求め

ます。国分の１番、３３番委員。 

 

○３３番委員 

 ７号１番について報告します。 

 申請地は木原中央公民館の南西に位置し、現況は畑である。農地区分は、農用地区域内の農地に該当

すると思われる。資金の調達については自己資金と融資であるため問題ないと思われる。また資金証明

と融資証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は堆肥舎及び製品保管庫にするものであり、

計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は１，７７７㎡であり、堆肥舎及び製品保管

庫に利用するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は道路、西は畑、南は道路、北は牛舎

である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。

以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 ２番、１２番委員。 

 

○１２番委員 

 ７号２番について報告します。 

 申請地は国分奈良田団地の南に位置し、現況は不耕作地である。なお、年月日不詳、自宅の敷地にし

てしまったという始末書が添付されています。農地区分は、都市計画区域内で用途地域が定められてい

る区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資金の調達について

は現況のまま使用するため不要。法定小作人なし。転用目的は宅地拡張するものであり既に申請のとお

りの用途に利用されている。計画面積は８６㎡であり、また、隣接地の宅地４４１．００㎡を一体利用
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するもので、全体計画面積は５２７．００㎡である。宅地拡張に利用するためには相当な面積であると

思われる。申請地の東は通路、西は宅地、南は宅地、北は宅地である。隣接地については被害防除計画

書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを

得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 ３番、１６番委員。 

 

○１６番委員 

 ７号３番について報告します。 

 申請地は上野原浄水場の北東に位置し、現況は原野である。農地区分は、他のいずれの要件にも該当

しない農地、２種農地のその他の農地に該当すると思われる。資金の調達については自己資金であるた

め問題ないと思われる。また資金証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は山林にするもの

であり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は１，４９３㎡であり、申請地に全

て植林するもので相当な面積があると思われる。申請地の＊＊＊＊番の東は原野、西は原野、南は原野、

北は一部道路と原野である。＊＊＊＊番＊の東は市道、西は不耕作地、南は市道、北は原野である。隣

接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のよう

な理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 ４番、３６番委員。 

 

○３６番委員 

 ７号４番について報告します。 

 申請地は切明公民館の北西に位置し、現況は雑種地である。なお、平成１０年１０月頃、造成及び建

築してしまったという始末書が添付されています。農地区分は、農用地区域内の農地に該当すると思わ

れる。資金の調達については転用済のため不要。法定小作人なし。転用目的は農産物販売所及び駐車場

にするものであり、既に申請のとおりの用途に利用されています。計画面積は７６５㎡であり、農産物

販売所及び駐車場に利用するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は畑、西は道路、南は

畑、北は道路である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないもの

と思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 ５番、２９番委員。 

 

○２９番委員 

 ７号５番について報告します。 

 申請地は玉利自治公民館の北に位置し、現況は畑である。農地区分は、土地区画整理法第２条第１項

に規定する土地区画整理事業の施行に係る区域内にある農地、３種農地の土地区画整理区域内農地に該

当すると思われる。資金の調達については融資であるため問題ないと思われる。また融資証明も添付さ
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れている。法定小作人なし。転用目的は貸家を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確

実と思われる。計画面積は２，１３８㎡であるが、区画整理地区内仮換地であり、実測面積１，４０６．

０８㎡のうち農地９１０㎡である。貸家３棟に利用するためには相当な面積であると思われる。申請地

の東は道路、西は道路と畑、南は宅地と畑、北は道路である。隣接地については被害防除計画書に記載

してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと

思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 ６番、１８番委員。 

 

○１８番委員 

 ７号６番について報告します。 

 申請地は持松４区公民館の南東に位置し、現況は雑種地である。なお、平成２７年５月３０日頃、造

成してしまったという始末書が添付されています。農地区分は、他のいずれの要件にも該当しない農地、

２種農地のその他の農地に該当すると思われる。資金の調達については融資であるため問題ないと思わ

れる。また融資証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は太陽光発電施設を建設するもので

あり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は９１６㎡であり、また、隣接地の宅

地４９６．０６㎡を一体利用するもので、全体計画面積は１，４１２．０６㎡である。太陽光パネル１

９６枚、総出力４９．９８ｋｗの太陽光発電施設を設置するためには相当な面積であると思われる。申

請地の東は道路、西は田、南は山林、北は田である。隣接地については被害防除計画書に記載してある

措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。

以上です。 

 

○議長（会長） 

 ７番、４番委員。 

 

○４番委員 

 ７号７番について報告します。 

 申請地は沢馬場公民館の南に位置し、現況は畑である。農地区分は、都市計画区域内で用途地域が定

められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資金の調

達については融資であるため問題ないと思われる。また融資証明も添付されている。法定小作人なし。

転用目的は太陽光発電施設を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計

画面積は３６２㎡であり、また、隣接地の宅地１３４㎡を一体利用するもので、全体計画面積は４９６

㎡である。太陽光パネル１９２枚、総出力４９．９２ｋｗの太陽光発電施設を設置するためには相当な

面積であると思われる。申請地の東は道路、西は畑、南は畑、北は宅地である。隣接地については被害

防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用

はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

ただいま調査担当委員の意見報告が終わりました。補足・説明はありませんか。 
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○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

この件について質疑・討論はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。議案第７号「農地法第４条の規定による許可申

請の処分決定について」は、転用はやむを得ないということで許可という意見です。これについて賛成

の方の挙手を求めます。 

 

○        〔全員挙手〕 

 

○議長（会長） 

 全員賛成であります。よって、議案第７号「農地法第４条の規定による許可申請の処分決定について」

は、許可するということに決定します。つきましては、２５日開催の県農業会議に諮問いたします。 

 

 

 

△ 議案第８号 「農地法第５条の規定による許可申請の処分決定」について 

 

○議長（会長） 

 次に、議案第８号「農地法第５条の規定による許可申請の処分決定について」を議題とします。当委

員会に対し、農地法第５条の規定による許可申請が１６件提出されましたので、この処分について審議

を求めます。これも事前に現地調査が行われておりますので、調査担当委員の意見報告を求めます。国

分の１番を６番委員。 

 

○６番委員 

 ８号１番について報告します。 

 申請地は国分北小学校の西に位置し、現況は不耕作地である。農地区分は、都市計画区域内で用途地

域が定められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資

金の調達については自己資金であるため問題ないと思われる。また資金証明も添付されている。法定小

作人なし。転用目的は宅地分譲１０区画と通路を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は

確実と思われる。計画面積は２，４６４㎡であり、また、隣接地の宅地５２３．９０㎡を一体利用する

もので全体計画面積は２，９８７．９０㎡である。宅地分譲１０区画と通路に利用するためには相当な

面積であると思われる。都市計画の用途が定められた第１種住居地域内であるため妥当と思われる。申

請地の東は水路、西は宅地、南は宅地、北は田である。隣接地については被害防除計画書に記載してあ

る措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われ
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る。以上です。 

 

○議長（会長） 

 ２番、２３番委員。 

 

○２３番委員 

 ８号２番について報告します。 

 申請地は京セラ株式会社鹿児島国分工場の西に位置し、現況は田である。農地区分は、都市計画区域

内で用途地域が定められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思

われる。資金の調達については融資であるため問題ないと思われる。また融資証明も添付されている。

法定小作人なし。転用目的は修理工場、事務所及び展示場を建設するものであり、計画性も妥当である

ため実現は確実と思われる。計画面積は１，０２１㎡であり、修理工場、事務所及び展示場に利用する

ためには相当な面積であると思われる。申請地の東は道路と雑種地、西は道路、南は宅地、北は雑種地

である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。

以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 ３番、３４番委員。 

 

○３４番委員 

 ８号３番について報告します。 

 申請地は霧島市役所の南西に位置し、現況は田である。農地区分は、申請地からおおむね３００ｍ以

内に霧島市役所が存するため、３種農地の３００ｍ以内農地に該当すると思われる。資金の調達につい

ては自己資金であるため問題ないと思われる。また資金証明も添付されている。法定小作人なし。転用

目的は病院の広場にするものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は８１

９㎡であり、病院の広場に利用するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は宅地、西は田、

南は宅地、北は道路である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はな

いものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 ４番、３６番委員。 

 

○３６番委員 

 ８号４番について報告します。 

 申請地は下深川集落センターの北東に位置し、現況は畑である。農地区分は、他のいずれの要件にも

該当しない農地、２種農地のその他の農地に該当すると思われる。資金の調達については融資であるた

め問題ないと思われる。また融資証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は一般住宅を建設

するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は１６０㎡であり、一般住

宅はおおむね５００㎡であるため妥当と思われる。申請地の東は畑、西は畑、南は畑、北は道路である。

隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のよ
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うな理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 ５番と６番、２８番委員。 

 

○２８番委員 

 ８号５番について報告します。 

 申請地は小浜里中・下公民館の北西に位置し、＊＊＊＊番の現況は山林、外３筆については田の不耕

作地である。なお、＊＊＊＊番は年月日不詳、植林してしまったという始末書が添付されています。農

地区分は、他のいずれの要件にも該当しない農地、２種農地のその他の農地に該当すると思われる。資

金の調達については自己資金であるため問題ないと思われる。また資金証明も添付されている。法定小

作人なし。転用目的は山林にするものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面

積は１，０４５㎡であり、申請地に全て植林するもので、相当な面積があると思われる。申請地の東は

不耕作地、西は山林、南は水路、北は道路である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措

置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。 

 

 ８号６番について報告します。 

 申請地は小浜里中・下公民館の西に位置し、現況は不耕作地である。農地区分は、他のいずれの要件

にも該当しない農地、２種農地のその他の農地に該当すると思われる。資金の調達については自己資金

であるため問題ないと思われる。また資金証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は山林に

するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は５９６㎡であり、申請地

に全て植林するもので相当な面積があると思われる。申請地の東は山林、西は水路と里道、南は不耕作

地、北は山林である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないもの

と思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 ７番、２番委員。 

 

○２番委員 

 ８号７番について報告します。 

 申請地は隼人塚団地公民館の南東に位置し、現況は不耕作地である。農地区分は、都市計画区域内で

用途地域が定められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われ

る。資金の調達については融資であるため問題ないと思われる。また融資証明も添付されている。法定

小作人なし。転用目的は資材置場及び駐車場にするものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と

思われる。計画面積は５７５㎡であり、資材置場及び車７台分の駐車場に利用するためには相当な面積

であると思われる。申請地の東は宅地と駐車場、西は田、南は道路、北は川である。隣接地については

被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、

転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 
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 ８番と９番、３０番委員。 

 

○３０番委員 

 ８号８番について報告します。 

 申請地は本町公民館の南西に位置し、現況は不耕作地である。農地区分は、住宅の用若しくは事業の

用に供する施設又は公共施設若しくは公益的施設が連たんしている区域に近接する区域内にある農地

の区域で、その規模がおおむね１０ｈａ未満であるため、２種農地の市街地近接農地に該当すると思わ

れる。資金の調達については自己資金であるため問題ないと思われる。また資金証明も添付されている。

法定小作人なし。転用目的は資材置場及び駐車場を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現

は確実と思われる。計画面積は９９１㎡であり、資材置場及び普通車１１台、トラック７台分の駐車場

に利用するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は不耕作地、西は宅地、南は水路、北は

不耕作地である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思

われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。 

 

 ８号９番について報告します。 

 申請地は松山公民館の南に位置し、現況は不耕作地である。農地区分は、住宅の用若しくは事業の用

に供する施設又は公共施設若しくは公益的施設が連たんしている区域に近接する区域内にある農地の

区域で、その規模がおおむね１０ｈａ未満であるため、２種農地の市街地近接農地に該当すると思われ

る。資金の調達については自己資金であるため問題ないと思われる。また資金証明も添付されている。

法定小作人なし。転用目的は倉庫及び駐車場にするものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と

思われる。計画面積は２，６１９㎡であり、倉庫及びトラック６台分の駐車場に利用するためには相当

な面積であると思われる。申請地の東は不耕作地、西は水路、南は不耕作地、北は道路である。隣接地

については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理

由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 １０番、４番委員。 

 

○４番委員 

 ８号１０番について報告します。 

 申請地はイオン隼人国分店の北に位置し、現況は田である。農地区分は、都市計画区域内で用途地域

が定められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資金

の調達については融資であるため問題ないと思われる。また融資証明も添付されている。法定小作人な

し。転用目的は貸資材置場を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計

画面積は６２８㎡であり、貸資材置場に利用するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は

宅地、西は道路、南は宅地、北は宅地である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置を

とるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上

です。 

 

○議長（会長） 
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 １１番、３０番委員。 

 

○３０番委員 

 ８号１１番について報告します。 

 申請地は宇都山公民館の西に位置し、現況は不耕作地である。農地区分は、申請地に係る土地の周辺

の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続しているため、１種農地の

集落接続施設に該当すると思われる。資金の調達については自己資金であるため問題ないと思われる。

また資金証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は建売住宅を建設するものであり、計画性

も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は５６㎡であり、また、隣接地の５条許可地６０８

㎡を一体利用するもので、全体計画面積は６６４㎡である。建売住宅２棟を建設するためには相当な面

積であると思われる。申請地の東は水路、西は５条許可地、南は５条許可地、北は田である。隣接地に

ついては被害防除計画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由

により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 １２番、４番委員。 

 

○４番委員 

 ８号１２番について報告します。 

 申請地は市営天降川団地の南に位置し、現況は雑種地である。なお、年月日不詳、造成してしまった

という始末書が添付されています。農地区分は、都市計画区域内で用途地域が定められている区域内に

ある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資金の調達については自己資金

と融資であるため問題ないと思われる。また資金証明と融資証明も添付されている。法定小作人なし。

転用目的は店舗付住宅を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面

積は４６８㎡であり、また、隣接地の宅地２５．６７㎡を一体利用するもので、全体計画面積は４９３．

６７㎡である。店舗付住宅に利用するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は道路、西は

道路、南は雑種地、北は宅地である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため

支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 １３番、１４番委員。 

 

○１４番委員 

 ８号１３番について報告します。 

 申請地は日当山小学校の北東に位置し、現況は不耕作地である。農地区分は、都市計画区域内で用途

地域が定められている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。

資金の調達については融資であるため問題ないと思われる。また融資証明も添付されている。法定小作

人なし。転用目的は一般住宅を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。

計画面積は２８５㎡であり、一般住宅はおおむね５００㎡であるため妥当と思われる。申請地の東は宅

地、西は道路、南は宅地、北は道路である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をと
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るため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上で

す。 

 

○議長（会長） 

 １４番、４番委員。 

 

○４番委員 

 ８号１４番について報告します。 

 申請地は中道公民館の東に位置し、現況は畑である。農地区分は、都市計画区域内で用途地域が定め

られている区域内にある農地、３種農地の都市計画用途地域内農地に該当すると思われる。資金の調達

については自己資金であるため問題ないと思われる。また資金証明も添付されている。法定小作人なし。

転用目的は一般住宅を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積

は３５０㎡であり、一般住宅はおおむね５００㎡であるため妥当と思われる。申請地の東は道路、西は

宅地、南は宅地、北は宅地である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をとるため支

障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 １５番、３６番委員。 

 

○３６番委員 

 ８号１５番について報告します。 

 申請地は宮内小学校の北に位置し、現況は田である。農地区分は、住宅の用若しくは事業の用に供す

る施設又は公共施設若しくは公益的施設が連たんしている区域に近接する区域内にある農地の区域で、

その規模がおおむね１０ｈａ未満であるため、２種農地の市街地近接農地に該当すると思われる。資金

の調達については融資であるため問題ないと思われる。また融資証明も添付されている。法定小作人な

し。転用目的は建売住宅を建設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画

面積は３９０㎡であり、建売住宅１棟を建設するためには相当な面積であると思われる。申請地の東は

田、西は水路、南は宅地、北は通路である。隣接地については被害防除計画書に記載してある措置をと

るため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむを得ないと思われる。以上で

す。 

 

○議長（会長） 

 １６番、３３番委員。 

 

○３３番委員 

 ８号１６番について報告します。 

 申請地は福山高校の東に位置し、現況は牛舎、堆肥舎及び倉庫である。なお、昭和４９年８月頃、建

築してしまったという始末書が添付されています。農地区分は、他のいずれの要件にも該当しない農地、

２種農地のその他の農地に該当すると思われる。資金の調達については建築済みのため不要。法定小作

人なし。転用目的は牛舎、堆肥舎及び倉庫にするものであり、既に申請のとおりの用途に利用されてい
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る。計画面積は１，８０２㎡であり、また、隣接地の宅地１５５．７６㎡を一体利用するもので、全体

計画面積は１，９５７．７６㎡である。牛舎、堆肥舎及び倉庫に利用するためには相当な面積であると

思われる。申請地の東は畑と宅地、西は宅地、南は道路、北は畑である。隣接地については被害防除計

画書に記載してある措置をとるため支障はないものと思われる。以上のような理由により、転用はやむ

を得ないと思われる。以上です。 

 

○議長（会長） 

 ただいま調査担当委員の意見報告が終わりました。補足・説明はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 この件について質疑・討論はありませんか。１２番委員。 

 

○１２番委員 

 ５番と６番についてお尋ねします。譲受人の会社は先月も５条で申請がありましたが、どういった会

社なのか、今後の意向・目的を教えて下さい。 

 

○議長（会長） 

 事務局。 

 

○宮原主査 

 譲受人の会社ですが、詳細については会社謄本が添付されております。目的としましては、農畜水産

物の加工・販売、乳製品の製造・販売、コインランドリーの経営、宅地建物取引業と他にも多岐にわた

っております。山林への転用目的で申請が頻繁に出ておりますので、申請どおりの転用がなされている

のか、事務局としても注視して参りたいと思っております。 

 

○１２番委員 

 申請どおりの転用が確実に実行されるよう事務局には見ていただきたいと思います。 

 

○議長（会長） 

 ２８番委員。２筆の現況について、山林以外に転用ができそうな土地であるかどうか報告をお願いし

ます。 

 

○２８番員 

 申請地は道路から１ｍから２ｍ高い所であります。今までも海岸のそばや、ほとんど不耕作地を買収

されているようです。関係部署にも聞いてみたところ、今後とも注意をしていくとのことでした。 

 

○議長（会長） 

 他にありませんか。 
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○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。議案第８号「農地法第５条の規定による許可申

請の処分決定について」は、転用はやむを得ないということで許可という意見ですが、これについて、

賛成の方の挙手を求めます。 

 

○        〔挙手多数〕 

 

○議長（会長） 

 賛成多数であります。よって、議案第８号「農地法第５条の規定による許可申請の処分決定について」

は、転用は許可ということに決定いたしました。つきましては２５日開催の県農業会議に諮問いたしま

す。 

 

 

 

 △ 議案第９号 「あっせん申出」について 

 

○議長（会長） 

次に議案第９号「あっせん申出について」を議題とします。当委員会に対し、農地移動適正化あっせ

ん事業実施要領規定によるあっせん申出が、借受希望の１件、買受希望の１件の計２件が提出されまし

たので審議を求めます。調査担当委員の現地調査報告をお願いします。借受及び買受希望、霧島の１番

と２番、３１番委員。 

 

○３１番委員 

借受希望、９号１番、買受希望、９号２番を報告します。 

同人による申請ですので、まとめて報告します。 

申請者は市外より移ってこられて、家を借りられ、現在、田を２反２畝、畑を１反７畝から８畝、合

計４反ほど作っておられます。農機具は耕運機を保有されているようです。買受の金額や、耕作可能な

面積などについて直接会い、聞いてみるつもりです。あっせんは取り組んでいきたいと思います。以上

です。 

 

○議長（会長） 

 ただいま調査担当委員の報告が終わりました。これについて質疑・討論はありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

○議長（会長） 

 これで質疑・討論を終わります。お諮りいたします。議案９号「あっせん申出について」の借受希望
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の１件、買受希望の１件の計２件につきましては、あっせんを行うことを承認することに賛成の方の挙

手を求めます。 

 

○          〔全員挙手〕 

 

○議長（会長） 

 全員賛成であります。よって、議案第９号「あっせん申出について」の借受希望の１件、買受希望の

１件の計２件につきましては、あっせんを行うことに決定いたしました。 

それでは、あっせん委員を指名いたします。借受希望、霧島の１番及び買受希望、霧島の２番を３１

番委員と１番委員に、あっせん委員を指名させていただきました。お互いに連絡を密にしてあっせん行

動が整いますようお願いいたします。 

以上で平成２７年９月農業委員会定例総会に付議されました議案の審議はすべて終了いたしました。 

次に「その他」はありませんか。 

 

○２１番委員 

 議長。 

 

○議長（会長） 

 ２１番委員。 

 

○２１番委員 

事務局報告でありました、牧園の許可取消しはどういった経緯だったのですか。 

 

○議長（会長） 

 事務局。 

 

○宮原主査 

当初、太陽光発電施設を設けたいと許可を受けておりましたが、採算が見込めないとの事で許可取消

の申出をされたようです。 

 

○議長（会長） 

 他にありませんか。 

 

○        〔「なし」との声あり〕 

 

これで平成２７年第９回霧島市農業委員会定例総会を閉会いたします。本日はこれにて散会いたします。 

 

○砂田事務局長 

 姿勢を正して下さい。一同、礼。 
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「閉 会  午後 ３時２０分」 

 

 

 

 

 

 

   番                  

 

 

      番                  

 

 

      番                  


